
 

 

 

２ ０ １ ８ 年 ４ 月 １ 日施行 
法律施行規則第３２条第２項 

定期講習の受講期間について 

 

①許可届出使用者／許可廃棄業者 

 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から３年以内 
＜例＞ ２０２０年度に定期講習を受講した場合 

２０２１年４月１日から３年以内 ： ２０２４年３月３１日までに受講 

②届出販売業者／届出賃貸業者 

前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から５年以内 

2020 年度 受講 受 講 期 間 

2018 年度 受講 受 講 期 間 

2021 年度 受講 受 講 期 間 

2020.4.1                   2021.4.1                     2022.4.1                      2023.4.1                 2024.3.31 

2021.4.1                   2022.4.1                     2023.4.1                      2024.4.1                 2025.3.31 

2018.4.1         2019.4.1          2020.4.1           2021.4.1            2022.4.1     2023.4.1           2024.3.31 

 

2023 年度以内 

2024 年度以内 

2023 年度以内 


